


















追加で窓口負担が必要となる「特別の料金」は、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格
差の4分の1相当の金額です。
令和8年6月以降は、この「特別の料金」が価格差の２分の１相当の金額に引き上げられます。また、「特別の料金」は課税対
象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

～令和６年９月 令和６年10月
～令和８年５月 令和８年６月～

～令和６年９月
令和６年 10月
～令和８年５月

令和 8年６月～

令和6年10月から、ジェネリック医薬品がある一部の先発医薬品の処方を希望される場合は、通常の自己負担分に加えて、
「特別の料金」の支払いが必要となる選定療養の仕組みが導入されています。
これを機会に、先発医薬品に比べて低価格のジェネリック医薬品の利用をお願いします。
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令和6年12月２日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、新たに協会けんぽが発行する資格確認書を用いて医療機関等を受診することが可能です。

令和6年度再確認の実施結果
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※ 現役並み所得者＝標準報酬月額28万円以上の被保険者とその被扶養者。ただし、
　 高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円（被扶養者を有しない
　 場合は383万円）未満のときは、申請により一般に区分。


